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令和元年第２回川島町教育委員会定例会議録 

 

１ 日  時  令和元年６月２１日(金)午後１時３０分から午後２時２５分 

２ 場  所  川島町役場 第２委員会室 

３ 出 席 者 中村正宏教育長、及川三栄子教育長職務代理者、猪鼻恵美子委員、 

利根川 徹委員、今井茂夫委員 

４ 執 行 部 石川教育総務課長、片岡生涯学習課長、松本指導主事、佐野指導主事 

５ 会議日程 

  日程第 １ 会議録署名委員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 前回会議録の承認 

日程第 ４ 教育長報告  

日程第 ５ （議案第２号）川島町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点

検及び評価に関する有識者の委嘱について 

日程第 ６ （議案第３号）川島町学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

日程第 ７ （議案第４号）川島町総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会設置要綱を定め

ることについて 

日程第 ８（報告第２号）お盆期間中の学校閉庁について 

６ 議事の経過 別紙のとおりを定めること 

７ 傍 聴 人  なし 

８ 書  記  教育総務課主幹 松本竹司 
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事 務 局 職 員  事務局より報告します。 

本日の定例会に傍聴人はおりませんでした。 

 

 

【開 会】 

教 育 長  皆さん、こんにちは。 

本日の出席委員は、４名であります。定足数に達しておりますので会議は 

成立いたします。また、事務局からは教育総務課長、生涯学習課長、松本指導 

主事、佐野指導主事が出席しております。 

ただ今から令和元年第２回教育委員会定例会を開会いたします。 

 

 

【日程第１ 会議録署名委員の指名】 

教 育 長  会議録署名委員の指名につきまして、署名委員は、及川委員にお願いいた

します。 

 

 

【日程第２ 会期の決定】 

教 育 長  会期の決定ですが、本日限りとします。 

 

 

【日程第３ 前回会議録の承認】   

教 育 長  令和元年第１回教育委員会臨時会会議録の承認について、質疑等がありま 

したら挙手をお願いします。 

教 育 長   質疑がないようなので、承認します。 

 

 

【日程第４ 教育長報告】 

教 育 長   令和元年６月議会定例会 行政報告、一般質問について 

         宇津木妙子氏並びに鈴木聞多氏企画展について 

 

 

教 育 長    本日の議題の議案第２号「川島町教育委員会の権限に属する事務の管理及び 

執行の状況の点検及び評価に関する有識者の委嘱について」及び議案第３号 

「川島町給食センター運営委員会委員の委嘱について」の人事案件は、川島町

教育委員会会議規則第１２条第１項第１号の「任免に関すること」に該当する

ため、非公開にすることを提案します。 

教 育 長  議案第２号及び議案第３号につきまして、非公開にすることについて、ご異 

議はございませんか。 

（異議なし） 

教 育 長  異議なしと認め、よって、採決の結果、全員賛成をもって、議案第２号及び 

議案第３号につきましては、非公開とします。 
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※ 非公開審議のため、質疑・意見等の発言記録を削除して町ホ－ムペ－ジに掲載 

【日程第５ 議案第２号】 

教 育 長    議案第２号「川島町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況

の点検及び評価に関する有識者の委嘱について」事務局から説明させていた

だきます。 

事 務 局  （説明） 

教 育 長   事務局より説明がありました、議案第２号に対し、質疑又は意見がありま

したら挙手にてお願いします。 

  （異議なし） 

教 育 長   質疑がないようなので質疑を終結し、ここで採決に入りたいと思います。 

議案第２号「川島町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の

点検及び評価に関する有識者の委嘱について」、異議はございませんか。  

         （異義なし）  

教 育 長     異議なしと認め、よって、採決の結果、全員賛成をもって議案第２号は、 

原案をもって可決すべきものと決定いたしました。 

 

 

 ※ 非公開審議のため、質疑・意見等の発言記録を削除して町ホ－ムペ－ジに掲載 

【日程第６ 議案第３号】 

教 育 長   次に議案第３号「川島町学校給食センター運営委員会委員の委嘱につい

て」、事務局から説明させていただきます。 

事 務 局  （説明） 

教 育 長   事務局より説明がありました、議案第３号に対し、質疑又は意見がありま

したら挙手にてお願いします。 

教 育 長   他に質疑がないようなので質疑を終結し、ここで採決に入りたいと思いま 

す。議案第３号「川島町学校給食センター運営委員会委員の委嘱について」、

異議はございませんか。  

         （異義なし）  

教 育 長     異議なしと認め、よって、採決の結果、全員賛成をもって議案第３号は、 

原案をもって可決すべきものと決定いたしました。 

 

 

【日程第７ 議案第４号】 

教 育 長   次に議案第４号「川島町総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会設置要

綱を定めることについて」、事務局から説明させていただきます。 

事 務 局  （説明） 

教 育 長   事務局より説明がありました、議案第４号に対し、質疑又は意見がありま

したら挙手にてお願いします。 

利 根 川 委 員   設立総会の開催も含め、準備委員会はいつまでに設置する予定ですか 

事  務  局   令和元年度中に設立総会を開催し、設置する予定です。 
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利 根 川 委 員   川島町総合型地域スポーツクラブはどのような形での実施を想定していま

すか。また、令和２年度には、具体的にスタートするということでしょうか。 

事  務  局   総合型地域スポーツクラブには、さまざまな形態があります。どのような

形態が川島町にとってよいのかを決定するためにも、今年度中に町の状況を

把握し、準備委員会で協議する予定です。そして、名称も含め、どのような

形態になるかは未定ですが、令和２年度から川島町総合型地域スポーツクラ

ブがスタートする予定です。 

今 井 委 員   総合型地域スポーツクラブの運営方法や予算等はどのように考えています

か。 

事  務  局   総合型地域スポーツクラブは原則的には自主運営です。クラブ会員の会費

による運営を考えています。なお、令和２年度についてはクラブマネージャ

ーの配置するための人件費や備品経費などを町予算で計上する予定です。そ

の後は、独立行政法人日本スポーツ振興センターのスポーツ振興くじ助成金

の活用も検討しています。 

          クラブの事務所は町の中心にあるコミュニティセンターの一部に設置し、

廃校施設の体育館、グラウンドなども有効活用しての運営を予定しています。 

及川教育長職務代理者   スポーツをするための施設の維持管理にも経費が掛かるので、若干の自己

負担はやむを得ないと思います。 

          これまで体育施設を借用して活動していた団体と総合型地域スポーツクラ 

ブの会員との違いはどのようになる予定ですか。 

事  務  局   他市町の事例ですと、クラブ会員は施設利用料の減額優遇などがあります。 

         クラブが、体育施設の貸し出しなどの業務を行うかについては、今後準備委 

員会で検討していく予定です。 

及川教育長職務代理者   これまで体育施設を借用している団体のことも考慮し、十分に準備したう 

えで、町民の皆さんに分かりやすい運営をお願いします。 

事  務  局   町民の皆さんにとって分かりやすく、使いやすいクラブ運営を目指します。

そのためにも、今年度は現状の把握に努めたいと考えています。 

今 井 委 員   クラブの健全な運営をチェックするなどの組織として設立総会後も準備委 

員会は継続するのでしょうか。 

事  務  局   クラブがスタートした後、準備委員会は解散しますが、クラブの健全な運

営をチェックするためにも運営委員会の設置を予定しています。 

なお、その際は、準備委員会のメンバーにもご協力いただく予定です。 

教  育  長   そのためにも準備委員会の委員選考は慎重に実施したいと考えています。 

及川教育長職務代理者   クラブ運営をスムーズに実施するためにも、クラブマネージャー等は、適 

切な人材の配置をお願いします。 

教 育 長   他に質疑がないようなので質疑を終結し、ここで採決に入りたいと思いま 

す。議案第４号「川島町総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会設置要綱

を定めることについて」、異議はございませんか。  

         （異義なし）  

教 育 長     異議なしと認め、よって、採決の結果、全員賛成をもって議案第４号は、 
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原案をもって可決すべきものと決定いたしました。 

 

 

【日程第８ 報告第２号】  

教 育 長  次に報告第２号「お盆期間中の学校閉庁について」事務局から説明をさせ 

ていただきます。 

事  務  局  （説明） 

教  育  長  事務局より説明がありました、報告第２号について質疑又は意見がありま 

したら挙手にてお願いします。 

教 育 長    この報告は、教育長への委任事項ですので、他に質疑がないようなので、了      

        承願います。 

 

 

【閉 会】 

教  育  長  以上をもちまして、令和元年第２回教育委員会定例会を閉会します。 


